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2-2.
 (
資金決済法に基づく資金移動業者では、これら主要な課題項目の全てを解決することが可能。
手数料は、為替業務が銀行にしかできなかった点を踏まえると競争により大幅に下がると思われる。
銀行では
15
時以降の振込みは翌営業日の反映だが、決済手段としての資金移動業者においては
24
時間の反映となる。
口座番号のみで素早い決済、携帯電話が主要なリテール決済手段へ
WA
ON
、
Edy
、
Nanaco
等にポイントが付いている点を考えると、後発の業者もポイントを付ける可能性が高い
)[image: ]

 (
想定できる参入者
携帯電話キャリア
すでに電話番号という個体識別番号を持っており、これを利用することによって簡便な送金が可能。また、課金システムというインフラも保持しており、支払いした金額は、電話の使用料に合算して請求することが可能。端末との連動性も高い。
コンビニ
広大な実店舗のネットワークを保持していることから、それらを窓口とした対面での送金が可能。
EC
サイト、ソーシャルネットワーク
Amazon
、楽天、
Y!
ショッピング等の通販サイト、もしくはグリー、
mixi
等の
S
NS
サイトは、既に個人を識別する
ID
を保有している。ただし、ある程度の規模を有している業者でないと参入は困難。
)
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